
年
金
の
受
給
開

始
時
期
は
、
昭
和

41
年
4
月
2
日
以

降
生
ま
れ
の
方
を

除
い
て
、
生
年
月

日
と
性
別
で
異
な

り
ま
す
。
例
え
ば
、

昭
和
28
年
5
月
生

ま
れ
の
会
社
員
の

兄
と
昭
和
30
年
7

月
生
ま
れ
の
会
社

員
の
妹
の
場
合
で

は
、
兄
は
61
歳
か

ら
、
妹
は
60
歳
か

ら
年
金
を
受
給
す

る
こ
と
に
な
り
ま

す
。な

ぜ
、
こ
の
よ

う
な
受
給
開
始
年
齢
に
違
い
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

昭
和
61
年
に
年
金
制
度
が
大

き
く
改
正
さ
れ
「
２
階
建
て
」

と
称
す
る
新
法
の
年
金
制
度
が

確
立
さ
れ
ま
し
た
。
２
階
建
て

の
１
階
部
分
で
あ
る
老
齢
基
礎

年
金
は
、
新
法
も
旧
法
同
様
に

原
則
65
歳
か
ら
受
給
し
ま
す
。

し
か
し
、
2
階
部
分
の
老
齢
厚

生
年
金
は
60
歳
（
女
子
は
55
歳
）

か
ら
65

歳

へ
と
引
き

上
げ
ら
れ

ま
し
た
。

急
激
な
受

給
年
齢
引

き
上
げ
に
よ
る
混
乱
を
避
け
る

た
め
、
段
階
的
に
受
給
開
始
年

齢
を
引
き
上
げ
た
の
で
す
。

国
民
年
金
や
厚
生

年
金
、
共
済
組
合
に
合

わ
せ
て
原
則
25
年
以
上

（
特
例
あ
り
）
の
加
入

期
間
が
あ
り
、
大
正
15

年
4
月
2
日
以
後
に
生

ま
れ
の
新
法
制
定
後
に

年
金
の
受
給
権
が
発
生

し
た
方
が
、
図
表
の
年

齢
か
ら
年
金
を
受
給
開

始
し
ま
す
。
た
だ
し
、

60
歳
台
前
半
か
ら
の
特

別
支
給
の
老
齢
厚
生
年

金
は
1
年
以
上
、
65
歳

か
ら
の
老
齢
厚
生
年
金

は
1
カ
月
以
上
の
厚
生

年
金
加
入
期
間
が
必
要

で
す
。

次
回
は
、
勤
め
な
が

ら
年
金
を
受
給
し
た
い

場
合
に
つ
い
て
、
掲
載

い
た
し
ま
す
。
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同
い
年
の
夫
婦

で
も
違
う
の
は

な
ぜ
？
！

新
法
へ
の
改
正
に

ヒ
ン
ト
が
！

何
歳
で
受
給

で
き
る
の
か

男 子 女 子 60歳 62歳 63歳 64歳 65歳以降61歳

報酬比例部分

報 酬 比 例 部 分

報 酬 比 例 部 分

報 酬 比 例 部 分

報 酬 比 例 部 分

報 酬 比 例 部 分

報 酬 比 例 部 分

報 酬 比 例 部 分

報 酬 比 例 部 分

報 酬 比 例 部 分

定 額 部 分

定 額 部 分

定 額 部 分

定 額 部 分

定 額 部 分

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 厚 生 年 金

老 齢 基 礎 年 金

老 齢 基 礎 年 金

老 齢 基 礎 年 金

老 齢 基 礎 年 金

老 齢 基 礎 年 金

老 齢 基 礎 年 金

老 齢 基 礎 年 金

老 齢 基 礎 年 金

老 齢 基 礎 年 金

老 齢 基 礎 年 金

老 齢 基 礎 年 金

昭 和 16年 4月 1日 以 前 生 ま れ 昭 和 21年 4月 1日 以 前 生 ま れ

昭 和 16年 4月 2日 か ら

昭 和 18年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 18年 4月 2日 か ら
昭 和 20年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 20年 4月 2日 か ら
昭 和 22年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 22年 4月 2日 か ら
昭 和 24年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 24年 4月 2日 か ら
昭 和 28年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 28年 4月 2日 か ら
昭 和 30年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 30年 4月 2日 か ら
昭 和 32年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 32年 4月 2日 か ら
昭 和 34年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 34年 4月 2日 か ら
昭 和 36年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 36年 4月 2日 以 降 生 ま れ

昭 和 21年 4月 2日 か ら
昭 和 23年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 23年 4月 2日 か ら
昭 和 25年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 25年 4月 2日 か ら
昭 和 27年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 27年 4月 2日 か ら
昭 和 29年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 29年 4月 2日 か ら
昭 和 33年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 33年 4月 2日 か ら
昭 和 35年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 35年 4月 2日 か ら
昭 和 37年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 37年 4月 2日 か ら
昭 和 39年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 39年 4月 2日 か ら
昭 和 41年 4月 1日 生 ま れ

昭 和 41年 4月 2日 以 降 生 ま れ

老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げ



年
末
年
始
の
休
暇
に
向
け
て
、

職
場
で
大
掃
除
を
行
う
季
節
に
な

り
ま
し
た
。
日
頃
の
清
掃
で
は
行

き
届
か
な
い
箇
所
に
は
、
一
年
分

の
ほ
こ
り
が
積
っ
て
い
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
廃
棄
処
分
す
る
べ
き
書

類
の
整
理
や
書
庫
の
清
掃
、
切
れ

た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
電
灯
の
交

換
な
ど
、
従
業
員
で
手
分
け
し
て

の
大
掃
除
は
、
意
外
と
重
労
働
で

す
。
清
掃
業
者
に
依
頼
す
る
企
業

も
あ
り
ま
す
が
、
社
員
教
育
の
一

端
と
し
て
従
業
員
に
行
わ
せ
る
企

業
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

大
掃
除
中
に
、
天
井
の
電
灯
が

１
本
切
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
ま

し
た
。
さ
て
、
あ
な
た
な
ら
ど
う

し
ま
す
か
。

高
い
と
こ
ろ
が
ち
ょ
っ
と
苦
手
と

い
う
方
は
誰
か
に
頼
ん
で
、
自
分

で
交
換
で
き
る
方
は
自
分
で
交
換

し
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ

の
時
に
、
何
を
台
に
し
て
天
井
の

電
灯
を
交
換
し
ま
す
か
。
す
ぐ
下

に
事
務
机
が
あ
っ
て
台
替
わ
り
に

乗
る
時
に
、
ま
ず
事
務
椅
子
を
踏

み
台
に
し
て
事
務
机
に
上
が
っ
て

い
ま
せ
ん
か
。

事
務
椅
子
に
は
、
脚
に
キ
ャ
ス
タ
ー

が
付
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
振
り

向
き
や
す
い
よ
う
に
座
面
が
ス
ム
ー

ズ
に
回
転
す
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て

い
ま
す
。
事
務
椅
子
の
上
に
立
ち

上
が
ろ
う
と
す
る
と
、
バ
ラ
ン
ス

を
崩
し
て
転
倒
す
る
可
能
性
が
非

常
に
高
く
な
り
ま
す
。

そ
れ
な
ら
脚
立
を
使
え
ば
い
い

か
な
、
と
う
こ
と
で
、
脚
立
を
使

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
正
し
い
使
用
方
法
を
知
っ

て
い
ま
す
か
。
あ
と
少
し
で
電
灯

に
届
く
か
ら
と
、
天
板
の
上
に
乗
っ

て
い
ま
せ
ん
か
。
脚
立
に
ま
た
が
っ

て
い
ま
せ
ん
か
。
誤
っ
た
使
用
方

法
で
作
業
を
行
う
と
、
バ
ラ
ン
ス

を
崩
し
て
ケ
ガ
を
す
る
原
因
に
な

り
ま
す
。

こ
れ
ぐ
ら
い
な
ら
大
丈
夫
、
と

い
う
過
信
は
、
一
歩
間
違
え
れ
ば

大
惨
事
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
知

ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
危
険
な
状

態
を
招
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

日
頃
か
ら
「
危
険
」
や
「
注
意
」

の
文
字
や
マ
ー
ク
を
意
識
す
る
こ

と
で
、
安
全
衛
生
に
対
す
る
取
り

組
み
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
で
し
ょ

う
。

10
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
届

の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し
た
労

働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始
届

の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有
期
事

業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

15
日

○
勤
労
青
少
年
旅
客
運
賃
割
引
証
交

付
申
請
書
の
提
出
（
11
月
20
日
～
1

月
25
日
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

31
日

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報
告

書
の
提
出

［
社
会
保
険
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・
納

付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提
出

［
公
共
職
業
安
定
所
］

本
年
最
後
の
給
料
の
支
払
を
受
け
る

日
の
前
日
ま
で

○
給
与
所
得
者
の
保
険
料
控
除
申
告

書
（
生
命
保
険
・
損
害
保
険
・
社
会

保
険
）
兼
給
与
所
得
者
の
配
偶
者
特

別
控
除
申
告
書
の
提
出

［
給
与
の
支
払
者
］
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気
が
付
け
ば
、
今
年
の
カ
レ
ン
ダ
ー

も
最
後
の
１
枚
と
な
り
ま
し
た
。
ク

リ
ス
マ
ス
用
品
と
正
月
用
品
が
同
時

に
並
ぶ
店
頭
を
見
な
が
ら
、
師
走
ら

し
さ
？
を
実
感
し
て
い
ま
す
。
今
年

４
月
の
開
業
か
ら
右
往
左
往
し
つ
つ

年
の
瀬
を
迎
え
る
に
際
し
て
、
来
年

は
も
う
少
し
腰
を
据
え
て
少
し
先
を

見
な
が
ら
、
じ
っ
く
り
物
事
を
進
め

て
行
か
ね
ば
…
と
反
省
し
て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
良
い
お
年
を
お
迎
え
く
だ
さ

い
。

（
ぎ
ん
）

「
事
務
所
だ
よ
り
」
の
内
容
に
関
す

る
ご
質
問
や
ご
要
望
が
ご
ざ
い
ま
し

た
ら
、
左
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

藤田社会保険労務士事務所

京都市伏見区小栗栖南後藤町6-31-408

TEL・FAX 075-571-8611

E-mail

k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

十
二
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

編
集
後
記

年
末
恒
例
？
の
大
掃
除

電
灯
を
交
換

す
る
時
に

安
全
衛
生
は
、
日
頃
の

わ
ず
か
な
意
識
か
ら

Ｑ会社に無届けのまま、自宅から自転車通勤していま

す。先日の夜間に会社から寄り道せず帰宅した際、

自宅近くの信号の無い十字路で自動車と衝突し、骨折し

てしまいました。会社に労災申請を申し出たところ、

「無届なので、認めない」と言われました。やはり、治

療費は自己負担でしょうか。

Ａ結論から申しますと、通勤災害として労働基準監督

署に申請することができます。通常利用することが

考えられる経路を利用して通勤している場合、自宅から

会社までの間で発生した事故は、移動の経路を逸脱した

り、中断していなければ通勤災害と考えられます。会社

に無届であることは、申請できない理由にはあたりませ

ん。再度会社に申し出られて、会社の証明印を受けて下

さい。万一、証明を渋る場合には、監督署へ申請時にそ

の旨を相談されるとよいでしょう。

会社に無届けの自転車通勤時の事故

脚
立
を
使
え
ば
安
心
？
！


